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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺針を含む被検体の対象部位に向けて超音波の送受信を行う複数の超音波トランスデ
ューサと、
　該複数の超音波トランスデューサ上に設定される送信開口から送信する超音波ビームを
形成する送信制御手段と、
　前記超音波ビームの、前記穿刺針における正反射成分に関する情報を取得する取得手段
と、
　前記超音波ビームの前記正反射成分に関する情報に基づいて、前記複数の超音波トラン
スデューサ上に受信開口を設定する受信制御手段と、
　前記受信開口として設定された前記複数の超音波トランスデューサが受信した超音波エ
コー信号を処理する受信信号処理手段と、を具備し、
　前記受信制御手段は、前記受信開口として、前記超音波ビームの前記被検体の組織から
の点反射成分を受信する点反射受信開口と、前記点反射受信開口と異なる受信開口であっ
て前記超音波ビームの前記穿刺針からの前記正反射成分を受信する正反射受信開口とを設
定し、
　前記受信信号処理手段は、前記送信開口による１回の送信に応じて、前記点反射受信開
口で受信した前記点反射成分の超音波エコー信号と前記正反射受信開口で受信した前記正
反射成分の超音波エコー信号とを合成処理することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
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　前記受信制御手段は、前記点反射受信開口と前記正反射受信開口とを前記複数の超音波
トランスデューサ上に不連続に分割して設定し、
　前記点反射受信開口と前記正反射受信開口との間には、受信開口として使用しない少な
くとも１つの超音波トランスデューサが含まれる請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、前記複数の超音波トランスデューサと前記穿刺針との位置関係から前
記正反射成分に関する情報を取得する請求項１または２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、前記被検体に刺入された前記穿刺針の、前記複数の超音波トランスデ
ューサに対する刺入角度から前記正反射成分に関する情報を取得する請求項３に記載の超
音波診断装置。
【請求項５】
　前記送信制御手段は、前記超音波ビームを偏向して形成し、
　前記取得手段は、前記穿刺針の前記刺入角度および前記超音波ビームの偏向角度から前
記正反射成分に関する情報を取得する請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記受信信号処理手段は、前記正反射成分の超音波エコー信号を強調する重み付け処理
を施す請求項１～５のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記受信信号処理手段は、さらに、前記超音波エコー信号を一時保存する記憶部を有す
る請求項１～６のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記受信信号処理手段は、
　さらに、前記超音波エコー信号を一時保存する記憶部を有し、
　前記点反射成分の超音波エコー信号を強調する重み付け処理を施し、前記重み付け処理
を施された前記正反射成分の超音波エコー信号と合成する請求項６に記載の超音波診断装
置。
【請求項９】
　前記受信制御手段は、前記受信開口を、前記送信開口に対して前記穿刺針の被検体への
刺入位置の反対側にある超音波トランスデューサを含むように設定する請求項１～８のい
ずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　穿刺針を含む被検体の対象部位に向けて超音波の送受信を行う複数の超音波トランスデ
ューサと、
　該複数の超音波トランスデューサ上に設定される送信開口から送信する超音波ビームを
形成する送信制御手段と、
　前記超音波ビームの、前記穿刺針における正反射成分に関する情報を取得する取得手段
と、
　前記超音波ビームの前記正反射成分に関する情報に基づいて、前記複数の超音波トラン
スデューサ上に受信開口を設定する受信制御手段と、
　前記受信開口として設定された前記複数の超音波トランスデューサが受信した超音波エ
コー信号を処理する受信信号処理手段と、を具備し、
　前記受信制御手段は、前記受信開口として、前記超音波ビームの前記被検体の組織から
の点反射成分を受信する点反射受信開口と、前記点反射受信開口と異なる受信開口であっ
て前記超音波ビームの前記穿刺針からの前記正反射成分を受信する正反射受信開口とを設
定し、
　前記受信信号処理手段は、前記送信開口による複数回の送信に応じて、前記点反射受信
開口を用いて得られた前記点反射成分の超音波エコー信号と前記正反射受信開口を用いて
得られた前記正反射成分の超音波エコー信号とを合成処理することを特徴とする超音波診
断装置。
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【請求項１１】
　複数の超音波トランスデューサを用いて穿刺針を含む被検体の対象部位に向けて超音波
の送受信を行うための複数の手順をコンピュータに実行させるための超音波送受信プログ
ラムであって、
　前記複数の手順は、
　前記複数の超音波トランスデューサ上に設定される送信開口から送信する超音波ビーム
を形成する手順と、
　形成された前記超音波ビームを被検体の対象部位に向けて送信する手順と、
　前記超音波ビームの、前記穿刺針における正反射成分に関する情報を取得する手順と、
　前記超音波ビームの前記正反射成分に関する情報に基づいて、前記複数の超音波トラン
スデューサ上に受信開口を設定する手順と、
　設定された前記受信開口を用いて、前記複数の超音波トランスデューサによって前記超
音波ビームの超音波エコー信号を受信する手順と、
　前記受信開口として設定された前記複数の超音波トランスデューサが受信した前記超音
波エコー信号を処理する手順と、を具備し
　前記受信開口を設定する手順において、前記受信開口として、前記超音波ビームの前記
被検体の組織からの点反射成分を受信する点反射受信開口と、前記点反射受信開口と異な
る受信開口であって前記超音波ビームの前記穿刺針からの前記正反射成分を受信する正反
射受信開口とを設定し、
　前記超音波エコー信号を処理する手順において、前記送信開口による１回の送信に応じ
て、前記点反射受信開口で受信した前記点反射成分の超音波エコー信号と前記正反射受信
開口で受信した前記正反射成分の超音波エコー信号とを合成処理することを特徴とする超
音波送受信プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の超音波送受信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の超音波トランスデューサを備える超音波プローブを使用して人体など
の被検体の内部を診断する超音波診断装置、超音波プローブから被検体に超音波を送受信
するための超音波送受信方法、およびこの超音波送受信方法の複数の工程を手順として、
すなわち超音波を送受信する複数の手順をコンピュータに実行させるための超音波送受信
プログラムならびにこの超音波送受信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体に関し、特に、被検体内に穿刺針を刺入する穿刺術等を超音波画像を見ながら行
うことができる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置に使用される超音波振動子は、複数の超音波トランスデューサ（振動子
）を集積して構成され、超音波の送信時および受信時において、複数の超音波トランスデ
ューサ上に送信開口及び受信開口を設定し、各超音波トランスデューサの送信開口の送信
出力および受信開口の受信出力の遅延時間（遅延量）を各超音波トランスデューサ毎に適
当に制御することで、超音波の送信ビームおよび受信ビームをそれぞれ合成して、所望の
超音波受信画像データを得るようにしている。
【０００３】
　また、測定対象となる被検体内の特定の部位の生検等を専用の穿刺針を用いて容易に行
うことができるように、超音波プローブに穿刺針を取り付けることできる構造（穿刺アダ
プタ）を備えた超音波診断装置がある。この装置では、穿刺針が穿刺される際のガイドラ
インをディスプレイ上に表示する。このような超音波プローブを使用して、ガイドライン
に従って穿刺針を被検体内に穿刺しながら超音波診断装置を作動させると、オペレータは



(4) JP 5435751 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

、被検体内の画像と穿刺針の動きを同時にディスプレイ上で確認することができ、これに
より安全な穿刺術（生検（バイオプシー）、ドレナージなど）を行うことができる。
【０００４】
　しかしながら、従来の超音波診断装置においては、穿刺針の進入角度によっては、穿刺
針からのエコー信号の強度が弱く、ディスプレイ上で穿刺針の画像が見にくいという課題
がある。この課題を解決する方法として、穿刺針先端の表面を粗く加工（粗面化）する技
術があるが、穿刺針先端以外のエコー信号が充分には強くならないし、エコー信号自体を
強めるには十分ではない。
　このため、特許文献１に、穿刺針を被検体内に穿刺する時に、超音波走査ビームの送信
ビーム方向を穿刺針の侵入路に対して略直角となるよう調節すると共に、各走査ビームの
送信ビーム焦点位置が穿刺針の位置付近になるように各超音波トランスデューサの出力の
遅延量を制御する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２８７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１に開示の技術では、超音波走査ビームの送信ビームの方向及
び焦点制御することにより、被検体内に侵入する穿刺針のラインなどの目標ラインの超音
波エコー信号を強くすることができるが、送受信制御がかなり複雑となるという問題があ
った。
　また、特許文献１に開示の技術では、超音波走査ビームの受信ビームの方向性等が十分
に考慮されておらず、穿刺針からのエコー信号の強度の改善効果が十分ではないという問
題があった。例えば、特許文献１に開示の技術では、穿刺針の刺入角度が大きくなると、
送信ビームの正反射成分が、受信時に複数の超音波トランスデューサ上に設定された受信
開口から外れてしまい、穿刺針からのエコー信号を十分に受信できないため、エコー信号
の強度が弱くなってしまうという問題もあった。
　また、超音波走査ビームの送信が、被検体の表面に対して傾斜するステア送信であるた
め、穿刺針の視認性を向上できる場合においても、穿刺針以外の画質が劣化するという問
題もあった。
　さらに、特許文献１に開示の技術では、穿刺針からの超音波エコー信号をそのまま保存
していないため、受信後の画像処理の際に、穿刺針から超音波エコー信号の強度を改善し
て、穿刺針の視認性を改善することができないという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記事実に鑑みてなされたものであり、穿刺針からの超音波エコー信号の強
度を高め、穿刺針の視認性を向上させることができる超音波診断装置、超音波送受信方法
および超音波送受信プログラムならびに記録媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様に係る超音波診断装置は、穿刺針を含
む被検体の対象部位に向けて超音波の送受信を行う複数の超音波トランスデューサと、該
複数の超音波トランスデューサ上に設定される送信開口から送信する超音波ビームを形成
する送信制御手段と、前記超音波ビームの、前記穿刺針における正反射成分に関する情報
を取得する取得手段と、前記超音波ビームの前記正反射成分に関する情報に基づいて、前
記複数の超音波トランスデューサ上に前記送信開口と異なる第１の受信開口を設定する受
信制御手段と、前記第１の受信開口として設定された前記複数の超音波トランスデューサ
が受信した超音波エコー信号を処理する受信信号処理手段と、を具備する構成を採る。
【０００９】
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　ここで、前記取得手段は、前記複数の超音波トランスデューサと前記穿刺針との位置関
係から前記正反射成分に関する情報を取得するのが好ましく、また、前記被検体に刺入さ
れた前記穿刺針の、前記複数の超音波トランスデューサに対する刺入角度から前記正反射
成分に関する情報を取得するのが好ましい。
　また、前記送信制御手段は、前記超音波ビームを偏向して形成し、前記取得手段は、前
記穿刺針の前記刺入角度および前記超音波ビームの偏向角度から前記正反射成分に関する
情報を取得するのが好ましい。
【００１０】
　また、前記受信信号処理手段は、前記超音波エコー信号に対し、前記正反射成分を強調
する重み付け処理を施すのが好ましい。
　また、前記受信信号処理手段は、さらに、前記超音波エコー信号を一時保存する記憶部
を有するのが好ましい。
　また、前記受信信号処理手段は、さらに、前記超音波エコー信号を一時保存する記憶部
を有し、前記超音波エコー信号に対し、被検体組織成分を強調する重み付け処理を施し、
前記正反射成分を強調する重み付け処理を施された超音波エコー信号と合成するのが好ま
しい。
　また、前記受信制御手段は、前記第１の受信開口を、前記送信開口に対して前記穿刺針
の被検体への刺入位置の反対側にある超音波トランスデューサを含むように設定するのが
好ましい。
【００１１】
　また、前記受信制御手段は、さらに、前記第１の受信開口と異なる第２の受信開口を設
定し、前記受信信号処理手段は、前記送信開口による複数回の送信に応じて、前記第１の
受信開口および前記第２の受信開口を用いて得られた前記超音波エコー信号を合成処理す
るのが好ましい。
　また、前記受信制御手段は、前記第１の受信開口として、前記複数の超音波トランスデ
ューサ上に不連続に分割して設定された複数の分割受信開口を設定し、隣接する２つの分
割受信開口の間には、受信開口として使用しない少なくとも１つの超音波トランスデュー
サが含まれ、前記受信信号処理手段は、前記送信開口による１回の送信に応じて、前記複
数の分割受信開口を用いて得られた前記超音波エコー信号を合成処理するのが好ましい。
【００１２】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の態様に係る超音波送受信方法は、複
数の超音波トランスデューサを用いて穿刺針を含む被検体の対象部位に向けて超音波の送
受信を行う超音波送受信方法であって、前記複数の超音波トランスデューサ上に設定され
る送信開口から送信する超音波ビームを形成するステップと、形成された前記超音波ビー
ムを被検体の対象部位に向けて送信するステップと、前記超音波ビームの、前記穿刺針に
おける正反射成分に関する情報を取得するステップと、前記超音波ビームの前記正反射成
分に関する情報に基づいて、前記複数の超音波トランスデューサ上に前記送信開口と異な
る第１の受信開口を設定するステップと、設定された前記第１の受信開口を用いて、前記
複数の超音波トランスデューサによって前記超音波ビームの超音波エコー信号を受信する
ステップと、前記第１の受信開口として設定された前記複数の超音波トランスデューサが
受信した前記超音波エコー信号を処理するステップと、を具備する構成を採る。
【００１３】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第３の態様に係る超音波送受信プログラム
は、複数の超音波トランスデューサを用いて穿刺針を含む被検体の対象部位に向けて超音
波の送受信を行うための手順として、請求項１１に記載の超音波送受信方法の各ステップ
をコンピュータに実行させるための超音波送受信プログラムである構成を採る。即ち、本
態様は、複数の超音波トランスデューサを用いて穿刺針を含む被検体の対象部位に向けて
超音波の送受信を行う複数の手順をコンピュータに実行させるための超音波送受信プログ
ラムであって、前記複数の手順は、前記複数の超音波トランスデューサ上に設定される送
信開口から送信する超音波ビームを形成する手順と、形成された前記超音波ビームを被検
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体の対象部位に向けて送信する手順と、前記超音波ビームの、前記穿刺針における正反射
成分に関する情報を取得する手順と、前記超音波ビームの前記正反射成分に関する情報に
基づいて、前記複数の超音波トランスデューサ上に前記送信開口と異なる第１の受信開口
を設定する手順と、設定された前記第１の受信開口を用いて、前記複数の超音波トランス
デューサによって前記超音波ビームの超音波エコー信号を受信する手順と、前記第１の受
信開口として設定された前記複数の超音波トランスデューサが受信した前記超音波エコー
信号を処理する手順と、を具備する構成を採る。
　また、上記目的を達成するために、本発明の第４の態様に係る超音波送受信プログラム
は、上記第３の態様の超音波送受信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体である構成を採る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、穿刺針からのエコー信号の強度を高め、穿刺針の視認性を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る超音波診断装置の主要構成の一例を示す斜視図であ
る。
【図２】図１に示す超音波診断装置の主要な構成を示すブロック図である。
【図３】従来の超音波プローブにおける超音波の送信波および反射波の幾何学的関係を示
す模式図である。
【図４】本発明の超音波送受信方法の基本概念を説明するための模式図である。
【図５】本発明の超音波送受信方法の一例の概要を説明するための模式図である。
【図６】本発明法においてディスプレイに表示される超音波プローブ、穿刺ガイドライン
および穿刺針からの超音波の正反射波の一例を説明するための模式図である。
【図７】（Ａ）は、従来の超音波診断装置によって実施される従来の超音波送受信方法を
、（Ｂ）は、本発明の超音波診断装置によって実施される本発明の超音波送受信方法の他
の一例の概要を説明するための模式図である。
【図８】本発明法の他の一例の概要を説明するための模式図である。
【図９】本発明法の他の一例の概要を説明するための模式図である。
【図１０】本発明法の他の一例の概要を説明するための模式図である。
【図１１】本発明法の他の一例の概要を説明するための模式図である。
【図１２】本発明に係る超音波送受信方法の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明に係る超音波診断装置、超音波送受信方法および超音波送受信プログラ
ム、ならびに記録媒体を添付の図面に示す好適実施形態に基づいて詳細に説明する。
【００１７】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明に係る超音波送受信方法を実施する本発明の実施の形態１に係る超音波
診断装置の主要構成の一例を示す斜視図である。ここでは、探触子である超音波プローブ
と、その超音波プローブの制御および得られた超音波エコー信号の解析を行い、超音波診
断画像を合成する超音波診断装置本体と、その合成画像を表示するディスプレイと、が各
々別個の構成となっている場合を例にとって説明する。また、超音波プローブには、穿刺
アダプタが取り付けられている。
【００１８】
　図１に示すように、本発明の実施の形態１の超音波診断装置１０は、本発明に係る超音
波送受信方法を実施するもので、超音波プローブ（以下、単にプローブという）１２、超
音波診断装置本体（以下、単に装置本体という）１４、入力部１６、およびディスプレイ
１８を備える。
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　また、本実施形態の超音波診断装置１０は、プローブ１２に取り付けて用いられる穿刺
アダプタ２０を備える。さらに、超音波診断装置１０は、カート２２によって容易に移動
できるように構成されている。
【００１９】
　プローブ１２は、１次元又は２次元のトランスデューサアレイを構成する複数の超音波
トランスデューサ１３によって超音波の送受信を行う探触子であり、複数の超音波トラン
スデューサ１３が配列された先端のアレイ部分を被検者の表面に当接させて使用される。
超音波トランスデューサ１３は、印加される駆動信号に基づいて被検体に向けて超音波を
送信すると共に、被検体において反射された超音波エコーを受信することにより、受信信
号を装置本体１４に出力する。
【００２０】
　各超音波トランスデューサ１３は、例えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛：Pb(lead)
 zirconate titanate）に代表される圧電セラミックやＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン
：polyvinylidene difluoride）に代表される高分子圧電素子等の圧電性を有する材料（
圧電体）の両端に電極を形成した振動子によって構成される。そのような振動子の電極に
パルス状または連続波の電圧を印加すると圧電体が伸縮する。この伸縮によって各々の振
動子からパルス状または連続波の超音波が発生し、これらの超音波の合成によって超音波
ビームが形成される。また、それぞれの振動子は、伝搬する超音波を受信することによっ
て伸縮し、電気信号を発生する。これらの電気信号は、超音波の受信信号として出力され
る。
　超音波プローブ１２のタイプとしては、コンベックスタイプ、リニアスキャンタイプ、
セクタスキャンタイプ等の種々のタイプがある。
【００２１】
　また、プローブ１２は、ケーブル２４によって装置本体１４に接続されており、その動
作は装置本体１４によって制御される。
　プローブ１２には、着脱交換が可能な穿刺アダプタ２０が取り付けられている。
　穿刺アダプタ２０は、プローブ１２に取り付けられ、穿刺針を特定の角度で被検者等の
被検体の対象部位に刺入させるためのガイドとなる。具体的には、穿刺針は、穿刺アダプ
タ２０に設けられた穴に沿って動くことで、予め設定された特定の刺入方向に動き、穿刺
針の針先が被検体の対象部位に刺入される。穿刺アダプタ２０は、その種類によって、使
用できる穿刺針の太さ、穿刺針を被検者に刺入する刺入角度やその調整範囲、刺入位置、
刺入経路等が異なり、穿刺アダプタ２０を交換することで使用できる穿刺針の太さ、刺入
角度、その範囲、刺入位置または刺入経路等を変更できる。使用できる穿刺針の太さ、刺
入角度が予め決まっている穿刺アダプタ２０の場合には、穿刺アダプタ２０内に記憶部を
備えていても良く、この記憶部に、穿刺アダプタ情報として、予め自身が使用できる穿刺
針の太さ、刺入角度の情報を記憶しているのが良い。
【００２２】
　装置本体１４は、超音波診断装置１０の各部の動作を統括的に制御する機能を有し、プ
ローブ１２によって超音波を送受信させたり、受信したエコーから断層画像を生成しディ
スプレイ１８に表示する。また、装置本体１４は、断層画像としてＢモード画像やＭモー
ド画像を生成し、リアルタイムにディスプレイ１８に表示させる。装置本体１４の詳細な
構成については後述する。
【００２３】
　入力部１６は、各種情報の入力を行うキーボードやポインティングデバイス、種々のボ
タンやダイヤル等からなり、医師、技師等のオペレータは、この入力部１６を用いて超音
波診断装置１０を操作する。例えば、オペレータは、入力部１６を用いて、観察部位に応
じた超音波診断装置１０の動作様態に関わる各種設定値を指定したり、プローブ１２から
送信する超音波ビームの焦点の深さを変更する。また、オペレータは、入力部１６を用い
て関心領域（ＲＯＩ：Region of Interest）を指定する。さらに、オペレータは、入力部
１６を用いて穿刺アダプタ２０の穿刺アダプタ情報（刺入角度）を入力する。なお、穿刺
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アダプタ２０内の記憶部に、穿刺アダプタ情報として、予め自身が使用できる穿刺針の太
さ、刺入角度の情報を記憶している場合には、入力部１６による入力は不要である。
【００２４】
　ディスプレイ１８は、例えば、ラスタスキャン方式のＬＣＤディスプレイ等であり、装
置本体１４から出力されるアナログ変換された画像信号に基づいて、超音波画像の動画、
静止画等を表示する。
　本実施形態では、超音波診断装置１０の各構成要素は、カート２２に支持される。すな
わち、装置本体１４は、カート２２に載置されて支持され、入力部１６及びディスプレイ
１８は、カート２２上部側に取り付けられ、プローブ１２は、入力部１６が取り付けられ
たカート２２の側面に設けられたプローブホルダ２６に保持され、プローブ１２を装置本
体１４に接続するケーブル２４は、入力部１６が取り付けられたカート２２の裏面側に設
けられたフック２８に保持される。
　また、カート２２は、超音波診断装置１０を移動するための４つのキャスター３０を備
える。
　なお、本実施形態では、超音波診断装置１０を移動するために、超音波診断装置１０の
各構成要素を支持するカート２２を備えているが、本発明は、これに限定されない。
【００２５】
　図２は、図１に示す超音波診断装置の超音波診断装置本体およびその周辺機器の主要な
構成の一例を示すブロック図である。なお、図１において既に示し、上記で既に説明した
構成については、その説明を省略する。
【００２６】
　装置本体１４は、システム制御部３２、送信回路３４、マルチプレクサ３６、受信回路
３８、受信データ記憶部４０、正反射成分算出部４２、信号処理部４４、画像プロセッサ
４６、および表示処理部４８を備える。
【００２７】
　システム制御部３２は、超音波診断装置１０全体をコントロールして適切な動作を行う
ように制御する。
　具体的には、システム制御部３２は、送信回路３４および受信回路３８を介してプロー
ブ１２の直進性が保たれた超音波ビームの送信方向および超音波エコーの受信方向を順次
設定する。システム制御部３２は、設定された送信方向に応じて送信遅延パターンを選択
する送信制御機能と、設定された受信方向に応じて受信遅延パターンを選択する受信制御
機能とを有している。
【００２８】
　ここで、送信遅延パターンとは、複数の超音波トランスデューサ１３から送信される超
音波によって所望の方向に超音波ビームを形成するために各超音波トランスデューサ１３
の駆動信号に与えられる遅延時間のパターンであり、受信遅延パターンとは、複数の超音
波トランスデューサ１３によって受信される超音波によって所望の方向からの超音波エコ
ーを抽出するために受信信号に与えられる遅延時間のパターンである。システム制御部３
２に付属する格納装置には、複数種類の送信遅延パターンおよび複数種類の受信遅延パタ
ーンが区別されて格納されており、所望の送信方向および受信方向に応じてそれぞれ選択
的に利用される。
【００２９】
　また、システム制御部３２は、送信に使用される複数の超音波トランスデューサ１３か
らなる送信開口および受信に使用される複数の超音波トランスデューサ１３からなる受信
開口の設定を行うマルチプレクサ３６を制御する。ここで、本実施形態においては、受信
開口と送信開口とは異なるように、例えば受信開口は送信開口より大きく設定される。
　また、システム制御部３２は、入力部１６、または穿刺アダプタ２０から通知された穿
刺アダプタ情報（刺入角度等）を正反射成分算出部４２へ出力する。なお、システム制御
部３２は、予め穿刺アダプタ２０の記憶部から穿刺アダプタ情報を読み出して、システム
制御部３２の格納装置に格納しておき、必要に応じて読み出して正反射成分算出部４２へ
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出力するようにしても良い。
　また、システム制御部３２は、受信フォーカス処理を行う信号処理部４４に受信遅延パ
ターンを出力する。
【００３０】
　送信回路３４は、最大送信開口数に対応する複数の回路を備えており、システム制御部
３２によってマルチプレクサ３６を介して送信開口として設定された複数の超音波トラン
スデューサ１３にそれぞれ印加される複数の駆動信号を生成する。その際に、システム制
御部３２によって選択された送信遅延パターンに基づいて、複数の駆動信号にそれぞれの
遅延時間を与えることができる。送信回路３４は、送信開口として設定された複数の超音
波トランスデューサ１３から送信される超音波が超音波ビームを形成するように複数の駆
動信号の遅延量を調節して、プローブ１２に供給する。
【００３１】
　マルチプレクサ３６は、多数のスイッチ群で構成されており、システム制御部３２によ
って制御され、送信開口または受信開口として設定される複数の超音波トランスデューサ
のスイッチングを行う。
　このマルチプレクサ３６のスイッチングにより、プローブ１２のＮ個（例えば１９２個
）の超音波トランスデューサ１３の中から使用する超音波トランスデューサ群（例えば最
大９６個、通常使用時６４個）を選択して、送信開口または受信開口として設定すると共
に、送信回路３４からの送信信号のプローブ１２への受け渡し、および、プローブ１２か
らの受信信号の受信回路３８への受け渡しを行う。具体的には、マルチプレクサ３６は、
プローブ１２のＮ個の超音波トランスデューサとＮ本の信号線を介して接続されている。
マルチプレクサ３６は、電子スキャンのために用いられるものであり、送受信を行う超音
波トランスデューサ１３を送信開口または受信開口として適宜選択することによって超音
波ビームを走査する位置および方向を決定する。
【００３２】
　受信回路３８は、最大受信開口数（例えば９６個）に対応する複数の回路を備え、シス
テム制御部３２によってマルチプレクサ３６を介して受信開口として設定された複数の超
音波トランスデューサ１３からそれぞれ出力される複数のアナログの受信信号を受信して
増幅し、デジタルの受信信号（受信データ）に変換する。
　こうしてデジタル変換された受信データは、複数フレーム分の超音波画像に対応する受
信信号データを蓄積するためのメモリ容量を有する受信データ記憶部４０に順次格納され
る。
【００３３】
　受信データ記憶部４０は、受信回路３８から出力される受信データ（ＲＡＷ（生）デー
タ）を格納する格納手段としての機能を有し、信号処理部４４からの読み出し指示に基づ
いて適宜受信データを信号処理部４４へ出力する。
【００３４】
　正反射成分算出部４２は、システム制御部３２から提供される穿刺アダプタ情報に基づ
いて、後述するプローブ１２から送信された超音波ビームの穿刺針上での正反射成分に関
する情報を算出し、その結果（算出された正反射成分に関する情報）をシステム制御部３
２および信号処理部４４へ供給する。
【００３５】
　信号処理部４４は、システム制御部３２によって選択された受信遅延パターンに基づい
て、複数の受信データにそれぞれの遅延時間を与え、それらの受信データを加算すること
により、受信フォーカス処理を行う。この受信フォーカス処理によって、超音波エコーの
焦点が絞り込まれた受信データ（音線データ）が形成される。
　次に、信号処理部４４は、音線データに対して包絡線検波処理あるいは直交検波処理な
どの検波処理を施した後に、ＳＴＣ（Sensitivity Time gain Control：センシティビテ
ィ・タイム・ゲイン・コントロール）によって超音波の反射位置の深度に応じて距離によ
る減衰の補正をする。
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【００３６】
　画像プロセッサ４６は、Ｂモード画像を表す画像データを生成し、表示処理部４８へ出
力する。具体的には、画像プロセッサ４６は、信号処理部４４から読み出した音線データ
に対して、対数圧縮やゲイン調整等のプリプロセス処理、および、音線データを通常のテ
レビジョン信号の走査方式に従う画像データに変換する走査線変換処理を施し、Ｂモード
画像を生成する。
【００３７】
　表示処理部４８は、画面をディスプレイ１８に表示するためのビデオ信号を生成し、デ
ィスプレイ１８へ出力する。
【００３８】
　ディスプレイ１８は、表示処理部４８から出力された超音波画像や測定結果などを含む
画面を表示することにより、オペレータに各種情報を提供する。
【００３９】
　次いで、本実施の形態に係る超音波診断装置１０の動作の概要およびその原理、ならび
に本発明の超音波送受信方法について説明する。
【００４０】
　図３は、従来の超音波プローブにおける超音波の送信波および反射波の幾何学的関係を
示す模式図である。なお、ここでは説明を簡単にするために、被検体Ｂ１の体表面におけ
る屈折はないものとして図示を行っている（なお、以降に説明する図においても同様であ
る）。
【００４１】
　穿刺針は、金属で形成されており、周囲の被検体組織とは音響インピーダンスが大きく
異なるため、超音波画像においては顕著に穿刺針の像が得られるように思われる。しかし
ながら、現実には、超音波画像を撮像してみると、穿刺針が他の組織と際立って像を結ぶ
ことはなく、逆に穿刺針が途切れ途切れに映ることも少なくない。そこで、本発明者は、
鋭意検討を進め、以下のことを知見した。
　すなわち、図３に示すように、プローブ１２の複数の超音波トランスデューサ１３から
被検体Ｂ１へ向けて送信された超音波は、被検体Ｂ１内に入射し、穿刺針Ｎ１に当たり、
穿刺針Ｎ１において、正反射（鏡面反射）したとすると、反射波がプローブ１２の受信範
囲から外れてしまう状況が現れる。例えば、Ｐ１から送信された超音波は、被検体Ｂ１内
に図３中参照符号ａで示す入射波の方向に入射し、穿刺針Ｎ１において、図３中参照符号
ｂで示す反射波の方向に正反射して、図３中参照符号Ｉで示される強度分布を持つ反射波
は、Ｐ１’において受信される。なお、被検体の組織において反射してきた通常の超音波
エコー信号は、図３中参照符号ｃで示す方向に進行してＰ１において受信される。
　しかし、Ｐ２から送信された超音波は穿刺針Ｎ１において正反射してＰ２’に到達する
ため、プローブ１２の受信範囲から外れてしまう。このような、反射波の一部または全部
が逃げてしまいプローブ１２に到達しない状況となれば、超音波画像において穿刺針Ｎ１
の像が見えにくくなる現象も説明がつく。
【００４２】
　一般的に、超音波診断技術は、被検体として生物体の組織を想定しているため、超音波
が生物体の組織において反射してきた通常の超音波エコー信号（例えば、点反射的な成分
からなる）を受信し、これから画像を形成することを想定している。しかし、穿刺針は金
属体であり、しかも表面が滑らかであることが一般的である。そうすると、穿刺針の表面
における超音波の反射特性は、生物体の組織とは大きく異なり、正反射（鏡面反射）が主
であることが予想される。このように、超音波プローブの複数の超音波トランスデューサ
から放射された超音波は、滑らかな穿刺針の表面において正反射（鏡面反射）するため、
従来の超音波診断装置において、被検体である生物体の体表面に配置された超音波プロー
ブを用いて生物体の組織から反射された通常の超音波エコー信号（点反射成分ともいう）
と穿刺針の表面から鏡面反射された正反射成分とが重畳された信号を受信して生物体の組
織の情報と穿刺針の先端部の情報を同時に収集する場合に、超音波画像データ上で穿刺針
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の先端部を明確な像として常時観察することは困難であった。
【００４３】
　そこで、本発明者は、図３で言うＰ２’に到達する反射波を捉えることができる超音波
診断装置ついて、以下の知見を得た。まず、第１の知見は、受信範囲が従来よりも長い超
音波プローブ、より正確には、超音波トランスデューサが配列されたアレイ部分の長さが
従来よりも長い超音波プローブを製作することである。しかし、これでは充分ではない。
例えば、２５６個の超音波トランスデューサからなる超音波プローブは、アレイ部分が比
較的長いが、通常の超音波送受信方法においては、１回の送受信につき、２５６個の１／
４に相当する６４個の超音波トランスデューサだけを使用して６４チャンネルとしたり、
更に短いチャンネルを設定していることが多い。
【００４４】
　従って、本質的な問題は、アレイ部分の長さというよりも、超音波プローブの複数の超
音波トランスデューサ上に設定された送信開口から送信された超音波に対して穿刺針表面
から鏡面反射された正反射波が到達すると予想される範囲を超音波プローブの複数の超音
波トランスデューサ上に設定される受信開口がカバーできているか否かである。そこで、
本発明者の第２の知見は、正反射波が到達する範囲を予測し、この予測結果に基づいて、
超音波プローブの受信開口を、送信開口とは異なる、例えば、送信開口より大きくなるよ
うに設定することにより、正反射波を超音波プローブがカバー（受信）できるようにする
ことである。ここで、送信開口および受信開口とは、複数の超音波トランスデューサ上に
設定されるもので、受信に用いられる超音波トランスデューサの位置および個数（チャン
ネル数）を意味する。
【００４５】
　また、穿刺針の像を得るためだけであれば穿刺針からの正反射波（正反射成分ともいう
）のみに着目すれば良いが、そもそも、穿刺は、ある穿刺の対象物（被検体組織）が存在
し、この対象物へ向けて穿刺針を刺入する行為であるから、穿刺対象物およびその周辺組
織の像を得ることも大切である。そうすると、超音波診断システムは、穿刺針の正反射成
分のみをカバーするだけでなく、通常の被検体組織から反射される通常の超音波エコー信
号も十分に受信する必要がある。
【００４６】
　図４は、本実施の形態の超音波診断装置によって実施される、本発明の実施の形態に係
る超音波送受信方法の基本概念を説明するための模式図である。
　この図では、プローブ１２の送信開口Ｔ１および受信開口Ｒ１が描かれているが、被検
体組織等から反射された通常の超音波エコー信号（点反射成分）を受信するための受信開
口Ｒ２は、従来の超音波診断装置と同様に送信開口Ｔ１と一致する。一方、穿刺針Ｎ１か
らの正反射成分を受信するための受信開口Ｒ３は、送信開口Ｔ１とは一致せず、図４の右
方へ展開する。即ち、受信開口Ｒ３は、送信開口Ｔ１に対して穿刺針Ｎ１の被検体Ｂ１へ
の刺入位置の反対側にある超音波トランスデューサ１３を含むように、従って、穿刺針Ｎ
１における超音波ビームの正反射成分を受ける位置にある２以上の超音波トランスデュー
サ上に設定される。
　そして、本実施の形態に係る超音波送受信方法では、通常の超音波エコー信号用の受信
開口Ｒ２および正反射成分用の受信開口Ｒ３の双方を合体させて開口合成をおこなったも
のを受信開口Ｒ１としている。すなわち、受信開口Ｒ１が、送信開口Ｔ１に対して、穿刺
針Ｎ１の被検体Ｂ１への刺入位置の反対側にある超音波トランスデューサ１３を含むよう
に、従来のものより穿刺針Ｎ１の被検体Ｂ１への刺入位置の反対側に拡張した態様となっ
ている。このように、装置本体１４は、プローブ１２の受信開口Ｒ１の位置および幅（チ
ャンネル数）を穿刺針からの正反射成分に応じて変更する態様を採る。
　なお、通常の超音波エコー信号用の受信開口Ｒ２には、ほぼ通常の超音波エコー信号だ
けが到達するが、正反射成分用の受信開口Ｒ３の方には、正反射成分だけでなく通常の超
音波エコー信号も到達することは言うまでもない。
【００４７】
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　図５は、本実施の形態において、穿刺針からの超音波の正反射波が到達する範囲を予測
する方法の一例を説明するための模式図である。
【００４８】
　穿刺針Ｎ１の被検体Ｂ１への刺入角をθ１、超音波送信ビームの中心位置をＰ１１、こ
の中心位置Ｐ１１における被検体Ｂ１の表面からの穿刺針Ｎ１までの深度をＤ１、超音波
送信ビームの中心位置Ｐ１１から深度Ｄ１において穿刺針Ｎ１上で正反射が起こり、反射
波が超音波トランスデューサで受信される点をＰ１１’、超音波送信ビームの中心位置Ｐ
１１から穿刺針の刺入位置までの距離をＷ１とすると、反射波が戻ってくる点Ｐ１１’と
送信ビームの中心位置Ｐ１１との距離Ｌ１は、次式（１）によって算出される。
【００４９】
【数１】

【００５０】
　従って、反射波が戻ってくる点Ｐ１１’を考慮して、受信開口の幅を決定すれば良い。
例えば、穿刺針Ｎ１を考慮しない通常の送受信においては、送信開口Ｔ１および受信開口
Ｒ２（図４参照）を６４素子に設定しておき、穿刺針Ｎ１の反射波に基づくエコー信号を
受信する際は、反射波の到達点Ｐ１１’側に受信開口Ｒ１（図４参照）を広げて最大受信
開口数の、例えば９６素子に設定する。特に、送信開口の最右端に超音波送信ビームが形
成される場合、この最右端の超音波送信ビームの反射超音波が戻ってくる点がクリティカ
ルな点であり、この点まで受信開口がカバーできていれば最善の状態である。
　なお、被検体Ｂ１の体表面または内部における屈折の影響も考慮しなければならない場
合は、スネルの法則に従って計算すれば良い。
【００５１】
　受信開口の幅を決定する際に必要な情報、例えば、上記の例では反射波が戻ってくる点
Ｐ１１’の位置情報は、正反射成分算出部４２内で正反射成分情報として生成され、信号
処理部４４は、この情報に基づいて、受信データ記憶部４０からの受信データの処理方法
を決定すると共に、システム制御部３２がマルチプレクサ３６でのスイッチング方法を制
御する。
【００５２】
　また、穿刺針Ｎ１の超音波トランスデューサアレイに対する刺入角θ１は、システム制
御部３２から、穿刺アダプタ情報として正反射成分算出部４２へ供給される。なお、プロ
ーブ１２に穿刺アダプタ２０が取り付けられている場合には、図６に示すように、穿刺針
Ｎ１をガイドするための穿刺ガイドラインＧをディスプレイ１８上に表示し、穿刺針Ｎ１
の刺入角θ１が、穿刺ガイドラインＧが被検体Ｂ１の表面と成す角として術者に分かるよ
うにしても良い。
【００５３】
　また、ここでは図示しないが、装置本体１４に別途、穿刺針検出部を設け、この穿刺針
検出部で超音波画像に基づいて自動認識され、出力される穿刺針の位置情報に基づいて刺
入角を決定するような態様であっても良い。
【００５４】
　以上説明したように、本発明の実施の形態１に係る超音波診断装置および超音波送受信
方法によれば、穿刺針と超音波プローブとの位置関係に基づいて、受信開口の幅（チャン
ネル数）を決定し、当該受信開口で得られた受信信号に対しビームフォーミングする。こ
れにより、穿刺状態の超音波画像の表示分解能を向上させることができるので、穿刺針の
視認性が向上する。ここで、穿刺針と超音波プローブとの位置関係を示す情報で最も重要
なパラメータは、送信された超音波の進行方向と穿刺針とのなす角、すなわち穿刺針の刺
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入角度である。
【００５５】
　なお、本実施の形態では、正反射成分だけでなく通常の超音波エコー信号（点反射成分
）も受信するために、受信開口が従来のものより拡張した態様を例にとって説明したが、
例えば、通常の超音波エコー信号を重要視しない場合には、正反射成分情報に基づいて受
信開口の位置を変更するような態様を採ることもできる。
　なお、本実施の形態では、受信開口幅を変更（例えば、６４素子から９６素子に変更）
する場合を説明したが、送信ビーム方向中心位置と穿刺針からの正反射成分到達位置が受
信開口に含まれるように、受信開口の位置を変更しても良い。また、送信ビーム方向から
の超音波エコーを受ける受信開口と穿刺針からの正反射成分到達位置用の受信開口を分割
して設定しても良い。
【００５６】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係る超音波診断装置は、上記実施の形態１で説明した超音波診
断装置１０の装置本体１４の信号処理部４４に受信アポダイゼーション機能を追加したも
のである。なお、本実施の形態の超音波診断装置の構成は、受信アポダイゼーション機能
が追加されている点を除いて、図１および図２に示す超音波診断装置１０と略同様である
ので、図面を用いた説明を省略する。また、以下において、本実施の形態の超音波診断装
置の詳細な説明をする際に、図２に示す超音波診断装置１０と同一の構成要素に言及する
場合は、その構成要素の参照符号を用いて説明を行う。
【００５７】
　ここで、受信アポダイゼーションとは、加算処理を行う前の複数の受信データに対して
重み係数を与える技術である。具体的には、超音波ビームの中心に位置する超音波トラン
スデューサからの受信信号に対する重みを最も大きく設定し、中心から離れるにつれ受信
信号の重みを小さく設定する。これにより、超音波ビームの中心に位置するであろう観察
対象から直接的に到達する受信信号を最も強調して受信処理を行うことができるので、受
信した超音波ビームを精度の高いものとすることができる。
【００５８】
　図７（Ａ）は、従来の超音波診断装置によって実施される従来の超音波送受信方法を、
図７（Ｂ）は、本実施の形態の超音波診断装置によって実施される、本実施の形態に係る
超音波送受信方法の一例の概要を説明するための模式図である。ここで、図７（Ａ）は、
従来の受信アポダイゼーションの概要を示したものであり、通常は、受信アポダイゼーシ
ョンの重み曲線Ｗ２１のピークと送信ビームの中心位置Ｃ２１とが一致して設定される。
　一方、図７（Ｂ）は、本実施の形態に係る受信アポダイゼーションの概要を示したもの
である。この図からわかるように、本実施の形態では、受信アポダイゼーションの重み曲
線Ｗ２２はピークを２つ有する。一方のピークは、送信ビームの中心位置Ｃ２２と一致し
て設定されており、他方のピークは、穿刺針からの正反射成分の中心位置Ｃ２３に設定さ
れている。ここで、正反射成分の中心位置Ｃ２３は、上記式（１）に従って、送信ビーム
の中心位置Ｃ２２からＤ１ｔａｎ２θ１だけ離れた位置に設定される。なお、この受信ア
ポダイゼーション処理は、図２に示す装置本体１４の信号処理部４４における受信フォー
カス処理における加算処理の前段階にて行われる。
【００５９】
　このように、受信アポダイゼーションの重み設定において、ピークを２つ、すなわち受
信信号を強調する箇所を２箇所設定することにより、被検体組織について精度高い画像を
得ることができると共に、穿刺針についても精度高い画像を得ることができる。
【００６０】
　以上説明したように、本実施の形態に係る超音波診断装置によれば、送信ビーム中心位
置と穿刺針の正反射成分の到達位置の双方に対して受信アポダイゼーションを行う。よっ
て、双方の観察対象の受信信号に対し強調処理を施すことができ、穿刺状態の超音波画像
の表示分解能をより向上させることができる。
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【００６１】
　なお、本実施の形態では、受信アポダイゼーションの重み設定において、ピークを２つ
設定する態様を示したが、例えば、被検体組織からの通常の超音波エコー信号（点反射成
分）を重要視しない場合には、正反射成分のみに対しピークを設定するような態様を採る
こともできる。
【００６２】
　また、図７（Ｂ）では、受信アポダイゼーションの重み曲線Ｗ２２において、２つのピ
ークが同様の正規カーブを描くような態様を例にとって説明したが、被検体組織と穿刺針
とではそれぞれ適した重み曲線カーブが異なる場合も考えられるので、正反射成分に対し
ては針に適した重みカーブを適用するようにしても良い。
【００６３】
　図７（Ｂ）に示す実施例では、送信ビーム中心位置と穿刺針からの正反射成分の到達位
置の双方に対して受信アポダイゼーションを行うために２つのピークを持つ重み曲線Ｗ２
２を用いたが、本発明はこれに限定されず、各位置に対してそれぞれ受信アポダイゼーシ
ョンを行うために、それぞれ１つのピークを持つ２つの重み曲線を用いても良い。
　例えば、図８に示す実施例では、送信ビーム中心位置に対して受信アポダイゼーション
を行うために、送信ビームの中心位置Ｃ２２と一致して設定された１つのピークを持つ重
み曲線Ｗ２３と、穿刺針からの正反射成分の到達位置に対して受信アポダイゼーションを
行うために、穿刺針からの正反射成分の中心位置Ｃ２３と一致して設定された１つのピー
クを持つ重み曲線Ｗ２４を用いる。
【００６４】
　このため、本実施例では、被検体組織からの通常の超音波エコー信号（以下、被検体組
織成分ともいう）と穿刺針からの正反射成分とを含む受信データが、受信データ記憶部４
０に記憶されているので、記憶された同一の受信データに対して、重み曲線Ｗ２３を用い
て被検体組織成分を強調する受信アポダイゼーション（被検体組織強調処理）と、重み曲
線Ｗ２４を用いた穿刺針からの正反射成分を強調する受信アポダイゼーション（正反射成
分強調処理）とを、それぞれ信号処理部４４で行い、画像プロセッサ４６において、それ
ぞれに強調された受信データを合成処理する。合成処理の前にフィルタ処理などの強調処
理を行ってもよい。受信データ記憶部４０に記憶された同一受信データを繰り返し活用し
ながら、被検体組織成分と穿刺針からの正反射成分に適した画像処理を行うことが可能と
なる。
　なお、受信アポダイゼーションの重み曲線Ｗ２３および２４は、各ピークが同様の正規
カーブを描く例であるが、本発明はこれに限定されず、被検体組織成分及び穿刺針からの
正反射成分に適した重み曲線であれば、異なっていても良い。
【００６５】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３に係る超音波診断装置は、上記実施の形態１で説明した超音波診
断装置１０の装置本体１４に対して、上記実施の形態１とは異なる開口合成機能を追加し
たものである。なお、本実施の形態の超音波診断装置の構成も、開口合成機能が異なる点
を除いて、図１および図２に示す超音波診断装置１０と略同様であるので、図面を用いた
説明を省略する。また、以下において、本実施の形態の超音波診断装置の詳細な説明をす
る際に、図２に示す超音波診断装置１０と同一の構成要素に言及する場合は、その構成要
素の参照符号を用いて説明を行う。
【００６６】
　本実施の形態で用いる開口合成技術は、本出願人の出願に係る特開２０１０－２９３７
４号公報に開示されている技術である。具体的には、超音波ビームを複数回送信し、発生
する超音波エコー信号を複数の異なる受信開口における複数の超音波トランスデューサが
受信し、受信信号をメモリに一時的に格納しておいて、それぞれ異なる受信開口において
得られた受信信号を互いに合成し、これにより得られた受信信号に受信フォーカス処理を
施す技術である。
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【００６７】
　図９は、本実施の形態の超音波診断装置によって実施される、本実施の形態に係る超音
波送受信方法の一例の概要を説明するための模式図である。本実施の形態では、送信開口
と受信開口１とは一致しており、その送信開口から送信された超音波ビームは、穿刺針Ｎ
１で正反射され、図９のケースでは、受信開口１ではなく受信開口２のへ戻ってくる環境
下にある。そのため、本実施の形態の超音波診断装置は、開口合成処理が必要と判断され
た場合は、同じ送信開口を用いて超音波ビームを２回送信し、１回目の受信では受信開口
１で受信処理を行って受信データを受信データ記憶部４０に一時保存しておき、２回目の
受信ではマルチプレクサ３６で超音波トランスデューサ１３を切り替えて受信開口２で信
号を受信し、その後、計２回の受信で得られた信号を合成する。
【００６８】
　なお、本実施の形態の超音波診断装置において、開口合成処理が必要か否かの判断は、
システム制御部３２が、正反射成分算出部４２から提供される正反射成分情報に基づいて
判断する。より詳細には、システム制御部３２は、ビーム送信方向からの通常の超音波エ
コー信号（点反射成分）と穿刺針Ｎ１からの正反射信号成分とを充分な受信開口幅で受信
する目安として、下記式（２）を満たす場合、受信開口１と受信開口２とによる開口合成
を行うと判断する。
　　　　　　　　Ｄ１ｔａｎ２θ１≧（受信開口の幅）／２　・・・（２）
【００６９】
　また、この開口合成処理のうち、複数回の超音波ビームの送信処理については、システ
ム制御部３２がマルチプレクサ３６および送信回路３４を制御することにより実現する。
また、この開口合成処理のうち、複数の異なる開口によって受信する処理については、シ
ステム制御部３２がマルチプレクサ３６、受信回路３８、受信データ記憶部４０および信
号処理部４４を制御することによって実現する。そして、信号処理部４４は、受信回路３
８等の受信系統から送られてくる受信データに対し、それぞれ対応する受信フォーカス処
理を施すことにより、開口合成された受信データを得る。
【００７０】
　以上説明したように、本実施の形態に係る超音波診断装置によれば、被検体組織Ｂ１か
らの通常の超音波エコー信号（点反射成分）が主である受信開口１の素子データと、穿刺
針Ｎ１からの正反射成分が主である受信開口２の素子データとを開口合成するため、双方
の観察対象の受信信号を得ることができ、穿刺状態の超音波画像の表示分解能をより向上
させることができる。
【００７１】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態３に係る超音波診断装置は、上記実施の形態１で説明した超音波診
断装置１０の装置本体１４に対して、上記実施の形態３とは異なる開口合成機能を追加し
たものであり、上述したように、上記実施の形態３と異なり、１回の送信に対して、上記
実施の形態１の受信開口を、送信ビーム方向からの超音波エコー信号（点反射成分）を受
ける受信開口と穿刺針からの正反射成分到達位置用の受信開口とに分割して設定したもの
であるので、同様の説明は省略し、主に、相違点について説明する。
　図１０は、本実施の形態の超音波診断装置によって実施される、本実施の形態に係る超
音波送受信方法の一例の概要を説明するための模式図である。
　本実施の形態では、受信開口として、受信開口として利用されない少なくとも１つの超
音波トランスデューサ１３を挟んで分割された、それぞれ複数の超音波トランスデューサ
１３を含む、送信方向を中心とした受信開口Ａと、正反射成分用を中心とした受信開口Ｂ
とが設定される。即ち、図示例では、受信開口Ａ及び受信開口Ｂは、これらの両者の間に
受信開口として利用されない３素子の超音波トランスデューサ１３が含まれるように設定
される。
【００７２】
　本実施の形態では、送信開口と受信開口Ａとは一致しており、その送信開口から送信さ
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れた超音波ビームは、通常の被検体組織から反射され、通常の超音波エコー信号（点反射
成分）として受信開口Ａに戻ってくるが、穿刺針Ｎ１で正反射（鏡面反射）された正反射
波（正反射成分）は、受信開口Ａではなく受信開口Ｂのへ戻ってくる。従って、本実施の
形態の超音波診断装置では、通常の超音波エコー信号は、受信開口Ａで受信し、穿刺針Ｎ
１による正反射成分は、受信開口Ｂで受信することができる。なお、本実施の形態では、
送信開口と受信開口Ａとは必ずしも一致している必要はない。
　本実施の形態では、こうして、２つの受信開口ＡおよびＢで受信した超音波エコー信号
を合成して、即ち、受信開口Ａと受信開口Ｂとによる開口合成処理を行い、被検体組織Ｂ
１と穿刺針Ｎ１との画像を合成する。
　なお、本実施の形態で、受信開口Ａと受信開口Ｂとの間に受信開口として利用されない
１素子以上の超音波トランスデューサ１３を介在させるのは、超音波トランスデューサ１
３の素子数に比べて受信回路の素子数が少ないポータブルタイプのような廉価盤でも、通
常の画像の信号が強い送信開口真下の信号と、穿刺針からの正反射成分が強い信号とをは
っきりと分離して受信するためである。
【００７３】
　本実施の形態では、１回の超音波ビームの送信による通常の超音波エコー信号および穿
刺針Ｎ１からの正反射成分を、それぞれ分割された２つの受信開口Ａおよび受信開口Ｂで
受信することができるので、少ないチャンネル数の装置でも、正反射成分を受信すること
が可能となる。なお、多数の超音波トランスデューサ１３上への分割された２つの受信開
口Ａおよび受信開口Ｂの設定は、マルチプレクサ３６によって容易に行うことができる。
　また、本実施の形態では、受信エコー信号を受信データ（個々の超音波トランスデュー
サ１３が受信した受信データ：以下では、単に素子データともいう）として受信データ記
憶部４０に一時的に保存し、1回の送信の素子データから送信ビーム方向と穿刺針の正反
射方向を含む２方向以上に受信ビームフォーミングを行い、それらの超音波エコー信号の
データを合成して表示することで、穿刺時に重要であるフレームレートの低下をまねくこ
となく、穿刺針の視認性を向上した画像を提供することができる。
【００７４】
　即ち、上述した実施形態３では、複数回の超音波ビームの送信処理を行い、各送信超音
波ビーム毎に、通常の超音波エコー信号（点反射成分）と、穿刺針Ｎ１からの正反射成分
とを、複数の異なる開口によって受信して合成する開口合成処理を行っているが、本実施
の形態では、１回の送信によって送信ビーム方向および穿刺針の正反射方向のエコー信号
を受信開口Ａおよび受信開口Ｂで受信することができるので、複数回の送信によってそれ
ぞれ送信ビーム方向および穿刺針の正反射方向のエコー信号を受信開口１および受信開口
２で受信する上記実施の形態３に比べて、フレームレートを低下させることが無いし、上
記実施の形態３のように、マルチプレクサ３６による送信開口、受信開口１、および送信
開口、受信開口２の切り替えを行う必要が無く、送信開口からのマルチプレクサ３６によ
る２つの受信開口Ａおよび受信開口Ｂの設定切替が容易であり、かつ迅速にできるので、
上記実施の形態３において発生する恐れのある切替タイミングの遅れ等を無くすことがで
きる。
　また、本実施の形態によれば、被検体組織Ｂ１からの通常の超音波エコー信号（点反射
成分）が主である受信開口Ａの素子データと、穿刺針Ｎ１からの正反射成分が主である受
信開口Ｂの素子データとを開口合成するため、双方の観察対象の受信信号を得ることがで
き、穿刺状態の超音波画像の表示分解能をより向上させることができる。
【００７５】
　（実施の形態５）
　本発明の実施の形態４に係る超音波診断装置は、上記実施の形態１で説明した超音波診
断装置１０と、プローブ１２が超音波トランスデューサ１３の配列方向と直交する方向で
はなく、偏向角をもって超音波ビームを送信する（図１１参照）機能を有している点で異
なるものであるが、この点を除いて、図１および図２に示す超音波診断装置１０と略同様
であるので、図面を用いた説明を省略する。なお、本実施の形態の超音波診断装置の装置
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本体は、この新機能に対応した構成となっている。なお、以下において、本実施の形態の
超音波診断装置の詳細な説明をする際に、図２に示す超音波診断装置１０と同一の構成要
素に言及する場合は、その構成要素の参照符号を用いて説明を行う。
【００７６】
　図１１は、偏向角をもって送信された超音波ビームの、穿刺針からの超音波の正反射波
（正反射成分）が到達する範囲を予測する方法の一例を説明するための模式図である。
　穿刺針Ｎ１の被検体Ｂ１への刺入角をθ２、超音波の入射位置Ｐ４１から傾斜角Φ２で
超音波が入射され、深度Ｄ２において穿刺針Ｎ１上で正反射が起こり、反射波が被検体Ｂ
１から出射する点がＰ４１’、超音波の入射位置Ｐ４１から穿刺針Ｎ１の刺入位置までの
距離をＷ２とすると、反射波が戻ってくる点Ｐ４１’と入射点Ｐ４１との距離Ｌ２は、次
式（３）によって算出される。
　従って、本実施の形態の超音波診断装置では、反射波が戻ってくる点Ｐ４１’を考慮し
て、受信開口の幅を決定すれば良い。
【００７７】

【数２】

【００７８】
　以上説明したように、本実施の形態に係る超音波診断装置および装置本体によれば、超
音波プローブから傾斜角を持って超音波ビームが送信される場合でも、穿刺針と超音波プ
ローブとの位置関係に基づいて、受信開口の位置および幅（チャンネル数）を決定するこ
とができる。よって、穿刺状態の超音波画像の表示分解能を向上させることができ、穿刺
針の視認性が向上する。
【００７９】
　次いで、本発明に係る超音波診断装置で実施される本発明の超音波送受信方法について
説明する。
　図１２は、本発明に係る超音波送受信方法の一例を示すフローチャートである。
　図１２に示す超音波送受信方法は、図１および図２に示す本発明の実施の形態１の超音
波診断装置１０において実施されるものであり、図４～図６に示すようにして、プローブ
１２の複数の超音波トランスデューサ１３を用いて穿刺針Ｎ１を含む被検体Ｂ１の対象部
位に向けて超音波の送受信を行う。
　ここで、術者は、超音波診断装置１０の装置本体１４の電源をオンして、プローブ１２
を被検者の被検体Ｂ１の表面に押し当てているものとする。
【００８０】
　まず、本発明の超音波送受信方法では、ステップＳ１０において、プローブ１２の複数
の超音波トランスデューサ１３上に設定される送信開口から送信する超音波ビームを形成
する。
　次に、ステップＳ１２において、形成された送信用超音波ビームを被検体Ｂ１の対象部
位に向けて送信する。
　また、ステップＳ１４において、超音波ビームの、穿刺針Ｎ１における正反射成分に関
する情報を取得する。
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　また、ステップＳ１６において、超音波ビームの正反射成分に関する情報に基づいて、
複数の超音波トランスデューサ１３上に送信開口と異なる受信開口を設定する。
【００８１】
　また、ステップＳ１８において、設定された受信開口を用いて、複数の超音波トランス
デューサ１３によって超音波ビームの超音波エコー信号を受信する。
　続いて、ステップＳ２０において、受信開口を用いて複数の超音波トランスデューサ１
３が受信した超音波エコー信号を処理し、超音波画像を生成する。
　こうして、本発明の超音波送受信方法では、送信開口から送信された超音波ビームの穿
刺針からの正反射成分を確実にもれなく受信開口から受信することができる。このため、
本発明法では、穿刺針からのエコー信号の強度を高め、穿刺針の視認性を向上させること
ができる。
【００８２】
　なお、以上に説明した本発明に係る各実施の形態は、本発明の一例を示すものであり、
本発明の構成を限定するものではない。本発明に係る超音波診断装置および超音波送受信
方法は、上記各実施の形態に限定されず、本発明の目的を逸脱しない範囲で種々変更して
実施することが可能である。
【００８３】
　例えば、各実施の形態では、超音波診断装置とディスプレイと入力部とが各々別個の構
成となっている場合を例にとって説明したが、超音波診断装置とディスプレイと入力部と
が一体の装置となっている構成であっても良い。
【００８４】
　上記実施の形態における各構成は、主に、ＣＰＵ（中央演算装置）とＣＰＵに各種の処
理を行わせるためのソフトウエアとによって構成されるが、これらをデジタル回路および
／またはアナログ回路などのハードウエアで構成しても良い。なお、ソフトウエアは、図
示しない内部メモリに記憶される。
【００８５】
　また、本発明に係る超音波送受信方法のアルゴリズムをプログラミング言語によって記
述し、必要に応じてコンパイルし、この超音波送受信プログラムをメモリ（記録媒体）に
記憶して他の超音波診断装置の情報処理手段によって実行させれば、本発明に係る超音波
診断装置と同様の機能を実現することができる。
【００８６】
　すなわち、本発明の超音波送受信プログラムは、複数の超音波トランスデューサを用い
て穿刺針を含む被検体の対象部位に向けて超音波の送受信を行うための以下の複数の手順
をコンピュータに実行させるためのプログラムであり、複数の手順は、複数の超音波トラ
ンスデューサ上に設定される送信開口から超音波ビームを形成する手順と、形成された超
音波ビームを被検体の対象部位に向けて送信する手順と、超音波ビームの、穿刺針におけ
る正反射成分に関する情報を取得する手順と、超音波ビームの正反射成分に関する情報に
基づいて、複数の超音波トランスデューサ上に送信開口と異なる第１の受信開口を設定す
る手順と、設定された第１の受信開口を用いて、複数の超音波トランスデューサによって
超音波ビームの超音波エコー信号を受信する手順と、第１の受信開口を用いて複数の超音
波トランスデューサが受信した超音波エコー信号を処理する手順と、を含む。
　また、本発明は、上記超音波送受信プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体であっても良いことは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明に係る超音波診断装置、超音波送受信方法、および超音波送受信プログラムは、
例えば、被検体内に穿刺針を刺入する穿刺術等を超音波画像を見ながら行う用途に利用す
ることができる。
【符号の説明】
【００８８】
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　１０　超音波診断装置
　１２　超音波プローブ
　１４　超音波診断装置本体（装置本体）
　１６　入力部
　１８　ディスプレイ
　２０　穿刺アダプタ
　３２　システム制御部
　３４　送信回路
　３６　マルチプレクサ
　３８　受信回路
　４０　受信データ記憶部
　４２　正反射成分算出部
　４４　信号処理部
　４６　画像プロセッサ
　４８　表示処理部

【図１】 【図２】
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